
○
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
五
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

二
の
表
の第

１

の三
の

９
の

（１
）に

掲
げ

る
国

を
除

く
国

又
は

地
域

の
項
中
「2

3
0
9

・1
0

」
を
「2

3

・0
9

」
に
改
め
、
「

2
3
0
9

・9
0

」
を
削
る
。

二
の
表
の第

１

の三
の

９
の

（２

）に
掲

げ
る

国
又

は
地

域
を

除
く

国
又

は
地

域

（当
該

国
又

は
地

域
を

原
産

地
と

す
る

場

合
に

限
る

。

）
の
項
及
び三

の
９

の

（６

）に
掲

げ
る

国
又

は
地

域
を

除
く

国
又

は
地

域

（当
該

国
又

は
地

域
を

原
産

地
と

す

る
場

合
に

限
る

。

）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
の

９
の

（２

）に
掲

げ
る

国
0
3
0
2

・3
5

く
ろ

ま
ぐ

ろ

（大
西

洋
又

は
地

中
海

に
お

い
て

蓄
養

さ
れ

又
は

地
域

を
除

く
国

又
は

地
域

0
3
0
2

・9
1

―2
た

生
鮮

又
は

冷
蔵

の
ト

ゥ
ヌ

ス
・

テ
ィ

ヌ
ス

に
限

る

。

）



（当
該

国
又

は
地

域
を

原
産

地
0
3
0
2

・9
9

―1

と
す

る
場

合
に

限
る

。

）

0
3
0
2

・9
9

―2

―(
2
)

0
3
0
4

・4
9

―2

0
3
0
4

・5
9

―2

三
の

９
の

（２

）に
掲

げ
る

国
0
3
0
2

・3
6

み
な

み
ま

ぐ
ろ

（生
鮮

又
は

冷
蔵

の
み

な
み

ま
ぐ

ろ
に

限

又
は

地
域

を
除

く
国

又
は

地
域

0
3
0
2

・9
1

―2
る

。

）

（当
該

国
又

は
地

域
を

原
産

地
0
3
0
2

・9
9

―1

と
す

る
場

合
に

限
る

。

）

0
3
0
2

・9
9

―2

―(
2
)

0
3
0
4

・4
9

―2

0
3
0
4

・5
9

―2

「0
3
0
2

・9
1

「

二
の
表
の第

１

の中
華

人
民

共
和

国
北

朝
鮮

及
び

台
湾

の
項
中
「0

3
0
2

・9
0

」
を

に
、
「0

3
0
3

・9
0

」
を

、
0
3
0
2

・9
9

」

0
3
0
3

・9
1

に
改
め
る
。

0
3
0
3

・9
9

」



三
の
７
の

の
イ
の
表
二
九
〇
三
・
八
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

二
九
〇
三
・
八
三

ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇
・
〇
・
〇
］
デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ
ク

二
，
六

三
，
九

四
，
八

ス
。
）

三
の
７
の

の
イ
の
表
二
九
〇
三
・
八
九
の
項
中
「
、
ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇
・
〇
・
〇
］

二
，
六

三
，
九

四
，
八

(1)

デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
。
）
」
を
削
る
。

三
の
７
の

の
イ
の
表
二
九
〇
三
・
九
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

二
九
〇
三
・
九
三

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

二
九
〇
三
・
九
四

ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ビ
フ
ェ
ニ
ル

三
の
７
の

の
イ
の
表
二
九
〇
三
・
九
九
の
項
中
「
、
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン
」
を
「
及
び
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン
」
に
改

(1)

め
、
「
、
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ビ
フ
ェ
ニ
ル
」
を
削
る
。

三
の
７
の

の
イ
の
表
二
九
〇
三
・
九
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

二
九
〇
四
・
三
一

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
。
）

二
九
〇
四
・
三
二

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム



二
九
〇
四
・
三
三

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
リ
チ
ウ
ム

二
九
〇
四
・
三
四

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
カ
リ
ウ
ム

二
九
〇
四
・
三
五

そ
の
他
の
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
塩

三
の
７
の

の
イ
の
表
の
関
税
率
表
の
番
号
等
の
欄
中
「
二
九
〇
四
・
九
〇
」
を
「
二
九
〇
四
・
三
六
」
に
改
め
、
二
九
〇

(1)

四
・
三
六
の
項
中
「
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
。
）
又
は
そ
の
塩
及
び
」
を
削
る
。

三
の
７
の

の
イ
の
表
の
関
税
率
表
の
番
号
等
の
欄
中
「
二
九
一
〇
・
九
〇
」
を
「
二
九
一
〇
・
五
〇
」
に
、
「
二
九
一
四

(1)

・
七
〇
」
を
「
二
九
一
四
・
七
一
」
に
、
「
二
九
二
〇
・
九
〇
」
を
「
二
九
二
〇
・
三
〇
」
に
、
「
三
八
二
四
・
九
〇
」
を
「

三
八
二
四
・
九
九
」
に
改
め
る
。

三
の
７
の

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(12)
国
・
地
域

貨

物

関
税
率
表
の
番
号
等

貨

物

名

ロ
シ
ア

〇
三
〇
六
・
一
四

冷
凍
し
た
か
に

〇
三
〇
六
・
九
三

そ
の
他
の
か
に
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）



一
六
〇
五
・
一
〇

か
に
調
製
品
（
気
密
容
器
入
り
の
も
の
又
は
米
を
含
む
も

の
を
除
く
。
）

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又
は
地

〇
三
〇
六
・
一
四

冷
凍
し
た
か
に
（
た
ら
ば
が
に
、
ず
わ
い
が
に
又
は
け
が

域

に
に
限
る
。
）

〇
三
〇
六
・
九
三
―
二

そ
の
他
の
か
に
（
冷
凍
し
た
も
の
の
う
ち
、
た
ら
ば
が
に

、
ず
わ
い
が
に
又
は
け
が
に
に
限
る
。
）

三
の
７
の

の
表
の

中
「
冷
凍
し
た
か
に
（
関
税
率
表
第
〇
三
〇
六
・
一
四
号
に
掲
げ
る
も
の
）
」
の
下
に
「
、
そ
の
他

(12)

(注)

の
か
に
（
関
税
率
表
第
〇
三
〇
六
・
九
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

三
の
８
の

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(9)
国
・
地
域

貨

物

提
出
書
類

関
税
率
表
の
番
号
等

貨

物

名

ロ
シ
ア

〇
三
〇
六
・
三
三

生
き
て
い
る
、
生
鮮
の
及
び
冷
蔵
し

ロ
シ
ア
政
府
が
発
給
し
た
証

た
か
に

明
書
の
原
本



〇
三
〇
六
・
九
三

そ
の
他
の
か
に
（
冷
凍
し
て
な
い
も

の
に
限
る
。
）

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又
は
地

〇
三
〇
六
・
三
三

生
き
て
い
る
、
生
鮮
の
及
び
冷
蔵
し

原
産
地
を
証
明
す
る
書
類
等

域

た
か
に
（
た
ら
ば
が
に
、
ず
わ
い
が

に
又
は
け
が
に
に
限
る
。
）

三
の
８
の

の
表
の

中
「
冷
凍
し
て
な
い
か
に
」
を
「
生
き
て
い
る
、
生
鮮
の
及
び
冷
蔵
し
た
か
に
」
に
、
「
第
〇
三
〇

(9)

(注)

六
・
二
四
号
」
を
「
第
〇
三
〇
六
・
三
三
号
」
に
改
め
、
「
に
掲
げ
る
も
の
）
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
他
の
か
に
（
関
税
率

表
第
〇
三
〇
六･

九
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
冷
凍
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
経
過
措
置
）

第
一
条

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
輸
入
承
認
証
及
び
こ
の
告

示
の
施
行
前
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物

の
原
産
地
又
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
の
三
の
７
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
確
認
に
つ



い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。



新

旧

対

照

表

○
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公

表
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
七
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

二

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号

二

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る

の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る

貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を

貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を

受
け
る
べ
き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の
第
二

受
け
る
べ
き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の
第
二

に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。

に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。

第
１

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

地
域

を
原

産
地

又
は

船
積

地
域

と
す

る
同

第
１

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

地
域

を
原

産
地

又
は

船
積

地
域

と
す

る
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

貨
物

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

貨
物

貨
物

貨
物

地
域

項
目

関
税

率
表

貨
物

名
地

域
項

目
関

税
率

表
貨

物
名

番
号

の
番

号
等

番
号

の
番
号

等

（略

）

（略

）

三
の

９
0
1
0
6･

1
2

鯨
及

び
そ

の
調

製
品

（本
邦

の
区

域
に

三
の

９
0
1
0
6･

1
2

鯨
及

び
そ

の
調

製
品

（本
邦

の
区

域
に

の

（１

）

0
2
0
8
･
4
0

属
さ

な
い

海
面

を
船
積

地
域

と
す

る
も

の

（１

）

0
2
0
8
･
4
0

属
さ

な
い

海
面

を
船

積
地
域

と
す

る
も

に
掲

げ
る

0
2
1
0
･
9
2

の

（外
国

の
港

湾
内

で
船

積
み

さ
れ

た
に

掲
げ

る
0
2
1
0
･
9
2

の

（外
国

の
港

湾
内

で
船

積
み

さ
れ

た

国
を

除
く

1
5
04
･
3
0

も
の

を
除

く

。

）及
び

二
の

二
の

表
の

国
を

除
く

1
5
04

･
3
0

も
の

を
除

く

。

）及
び

二
の

二
の

表
の

国
又

は
地

1
5
2
1
･
9
0

第
２

に
掲

げ
る

も
の

を
除
く

。以
下

同
国

又
は

地
1
5
2
1
･
9
0

第
２

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く

。以
下

同

域
1
6
･
0
1

じ

。

）

域
16

･
0
1

じ

。

）

1
60

2
･
1
0

1
6
0
2
･1

0



1
6
0
2
･
2
0

1
6
0
2･
2
0

1
6
0
2
･
3
1

1
6
0
2
･
3
1

1
60

2
･
3
9

16
0
2
･
3
9

1
6
0
2
･
4
9

1
6
0
2
･
4
9

1
6
0
2
･
5
0

1
6
0
2
･
5
0

1
6
0
2
･
90

1
6
0
2
･9

0

2
3
0
1
･
1
0

2
3
0
1
･
1
0

2
3
･
0
9

2
3
0
9
･
1
0

2
3
0
9
･
9
0

三
の

９
0
3
0
2
･
3
5

く
ろ

ま
ぐ

ろ

（大
西

洋
又

は
地

中
海

に
三

の
９

03
0
2
･
3
5

く
ろ

ま
ぐ

ろ

（大
西

洋
又

は
地

中
海

に

の

（２

）

0
3
0
2
･
9
1
-
2

お
い

て
蓄

養
さ

れ
た

生
鮮

又
は

冷
蔵

の
の

（２

）

0
3
0
2
･
9
0
-
2

お
い

て
蓄

養
さ

れ
た

生
鮮

又
は

冷
蔵

の

に
掲

げ
る

0
3
0
2
･
9
9
-
1

ト
ゥ

ヌ
ス

・
テ

ィ
ヌ

ス
に

限
る

。

）

に
掲

げ
る

ト
ゥ

ヌ
ス

・
テ

ィ
ヌ

ス
に
限

る

。

）

国
又

は
地

0
3
0
2
･
9
9
-
2
-

国
又

は
地

域
を

除
く

(
2
)

域
を

除
く

国
又

は
地

0
3
0
4
･
4
9
-
2

国
又

は
地

0
3
0
4
･
4
9
-
2

域

（当
該

0
3
04
･
5
9
-2

域

（当
該

0
3
04

･
5
9
-2

国
又

は
地

国
又

は
地

域
を

原
産

域
を

原
産

地
と

す
る

地
と

す
る

場
合

に
限

場
合

に
限

る

。

）

る

。

）

三
の

９
0
3
0
2
･
3
6

み
な

み
ま

ぐ
ろ

（生
鮮

又
は

冷
蔵

の
み

三
の

９
0
3
0
2
･
3
6

み
な

み
ま

ぐ
ろ

（生
鮮

又
は

冷
蔵

の
み

の

（６

）

0
3
0
2
･
9
1
-
2

な
み

ま
ぐ

ろ
に

限
る

。

）

の
（６

）

0
3
0
2･
9
0
-
2

な
み

ま
ぐ

ろ
に

限
る

。

）

に
掲

げ
る

0
3
02
･
9
9
-1

に
掲

げ
る

国
又

は
地

0
3
0
2
･
9
9
-
2
-

国
又

は
地

域
を

除
く

(
2
)

域
を

除
く

国
又

は
地

0
30

4
･
4
9-
2

国
又

は
地

0
3
0
4
･
4
9-

2



域

（当
該

0
3
0
4
･
5
9
-
2

域

（当
該

0
3
0
4
･
5
9
-
2

国
又

は
地

国
又

は
地

域
を

原
産

域
を

原
産

地
と

す
る

地
と

す
る

場
合

に
限

場
合

に
限

る

。

）

る

。

）

中
華

人
民

0
3
0
1
･
9
1
-
2

さ
け

及
び

ま
す

並
び

に
こ

れ
ら

の
調

製
中

華
人

民
0
3
0
1
･
9
1
-
2

さ
け

及
び

ま
す

並
び

に
こ

れ
ら

の
調

製

共
和

国
0
3
01
･
9
9
-2

品
共

和
国

0
3
01

･
9
9
-2

品
、

、

北
朝

鮮
及

0
3
0
2
･
1
1

北
朝

鮮
及

0
3
0
2
･
1
1

び
台

湾
0
3
0
2
･
1
3

び
台

湾
03

0
2
･
1
3

0
30
2
･
1
4

03
0
2
･
1
4

0
3
0
2
･
1
9

0
3
0
2
･
1
9

0
3
0
2
･
9
1

0
3
0
2
･
9
0

0
3
0
2
･
99

0
3
0
3
･
1
1

0
3
0
3
･
1
1

0
3
03
･
1
2

0
3
0
3
･
1
2

0
3
0
3
･
1
3

0
3
03
･
1
3

0
3
0
3
･
1
4

0
3
0
3
･
1
4

0
30

3
･
1
9

03
0
3
･
1
9

0
3
0
3
･
9
1

0
3
0
3
･
9
0

0
3
0
3･

9
9

0
3
･
0
4

0
3
･
04

0
3
0
5
･
1
0

0
3
0
5
･
1
0

0
3
05
･
2
0

0
3
0
5
･
2
0

0
3
0
5
･
3
9

0
3
05
･
3
9

0
3
0
5
･
4
1

0
3
0
5
･
4
1

0
30

5
･
4
3

0
3
0
5
･4
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0
3
0
5
･
4
9

0
3
0
5･
4
9

0
3
0
5
･
5
9

0
3
0
5
･
5
9

0
30

5
･
6
9

03
0
5
･
6
9

0
3
0
5
･
7
2

0
3
0
5
･
7
2

0
3
0
5
･
7
9

0
3
0
5
･
7
9

1
6
0
4
･
11

1
6
0
4
･1

1

1
6
0
4
･
1
9

1
6
0
4
･
1
9

1
6
0
4
･
2
0

1
6
0
4
･
2
0

（略

）

（略

）

二
の
二

（
略
）

二
の
二

（
略
）

三

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
令
第
四

三

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
令
第
四

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、

６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸

６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸

入
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ

入
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ

き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
の
６
の

か
ら

ま

き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
の
６
の

か
ら

ま

(1)

(3)

(1)

(3)

で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入

で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入

す
る
場
合
に
お
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す

す
る
場
合
に
お
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す

る
場
合
に
お
い
て
の
８
の

か
ら

ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定

る
場
合
に
お
い
て
の
８
の

か
ら

ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定

(1)

(9)

(1)

(9)

め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。

め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。

１
～
６

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

イ

次
の
表
に
掲
げ
る
貨
物
を
試
験
研
究
の
用
に
輸
入
し
よ
う
と
す

７

イ

次
の
表
に
掲
げ
る
貨
物
を
試
験
研
究
の
用
に
輸
入
し
よ
う
と
す

(1)

(1)

る
者
は
、
当
該
輸
入
に
係
る
次
の
表
に
掲
げ
る
貨
物
が
試
験
研
究

る
者
は
、
当
該
輸
入
に
係
る
次
の
表
に
掲
げ
る
貨
物
が
試
験
研
究

の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の

の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の



確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
税
率
表
の
番
号
等

品

名

関
税
率
表
の
番
号
等

品

名

（
略
）

（
略
）

二
九
〇
三･
八
二

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
オ
ク
タ
ク

二
九
〇
三･

八
二

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
オ
ク
タ
ク

ロ
ロ
―
二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
ヘ
キ
サ

ロ
ロ
―
二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
ヘ
キ
サ

ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
、

ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
、

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ

―
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
・

―
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
・

七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類

七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類

縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ク
ロ
ル
デ
ン
又
は
ヘ
プ

縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ク
ロ
ル
デ
ン
又
は
ヘ
プ

タ
ク
ロ
ル
（
ク
ロ
ル
デ
ン
類
）
。
）
並
び
に
一
・
二
・

タ
ク
ロ
ル
（
ク
ロ
ル
デ
ン
類
）
。
）
並
び
に
一
・
二
・

三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
・
四

三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
・
四

ａ
・
五
・
八
・
八
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―

ａ
・
五
・
八
・
八
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―

一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ

一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ

ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
。
）

ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
。
）

二
九
〇
三･

八
三

ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇

（
新
設
）

二
，
六

・
〇
・
〇
］
デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
。
）

三
，
九

四
，
八

二
九
〇
三･

八
九

ポ
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―
メ
チ
リ

二
九
〇
三･

八
九

ポ
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―
メ
チ
リ

デ
ン
ビ
シ
ク
ロ
［
二
・
二
・
一
］
ヘ
プ
タ
ン
（
別
名

デ
ン
ビ
シ
ク
ロ
［
二
・
二
・
一
］
ヘ
プ
タ
ン
（
別
名

ト
キ
サ
フ
ェ
ン
。
）
及
び
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
シ
ク
ロ
ド

ト
キ
サ
フ
ェ
ン
。
）
、
ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ

デ
カ
ン

［
五
・
三
・
〇
・
〇
・
〇
・
〇
］
デ
カ
ン
（
別
名

二
，
六

三
，
九

四
，
八

マ
イ
レ
ッ
ク
ス
。
）
及
び
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
シ
ク
ロ
ド
デ

カ
ン

二
九
〇
三･

九
二

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
一
・
一
―
ト
リ

二
九
〇
三･

九
二

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
一
・
一
―
ト
リ

ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ

ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ

ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
。
）

ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
。
）

二
九
〇
三･

九
三

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

（
新
設
）



二
九
〇
三･

九
四

ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ビ
フ
ェ
ニ
ル

（
新
設
）

二
九
〇
三･

九
九

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
及
び
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ

二
九
〇
三･

九
九

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン
（

ン
（
塩
素
数
が
二
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同

塩
素
数
が
二
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、

じ
。
）

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ビ
フ

ェ
ニ
ル

二
九
〇
四･

三
一

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン

（
新
設
）

酸
）（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
。
）

二
九
〇
四･

三
二

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）

（
新
設
）

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

二
九
〇
四･

三
三

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）

（
新
設
）

リ
チ
ウ
ム

二
九
〇
四･

三
四

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）

（
新
設
）

カ
リ
ウ
ム

二
九
〇
四･

三
五

そ
の
他
の
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル

（
新
設
）

ホ
ン
酸
）
塩

二
九
〇
四･

三
六

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ニ
ル
）

二
九
〇
四･

九
〇

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン

＝
フ
ル
オ
リ
ド
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
Ｆ
。
）

酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
。
）
又
は
そ
の
塩
及
び
ペ
ル
フ

ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ニ
ル
）
＝
フ
ル

オ
リ
ド
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
Ｆ
。
）

（
略
）

（
略
）

二
九
一
〇･

五
〇

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六

二
九
一
〇･

九
〇

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六

・
七
―
エ
ポ
キ
シ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七

・
七
―
エ
ポ
キ
シ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七

・
八
・
八
ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―
エ
ン
ド
―
一
・
四

・
八
・
八
ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―
エ
ン
ド
―
一
・
四

―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別

―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別

名
エ
ン
ド
リ
ン
。
）

名
エ
ン
ド
リ
ン
。
）

二
九
一
四･

七
一

デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇
・

二
九
一
四･
七
〇

デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇
・

二
，
六

二
，
六

〇

・

〇

］
デ
カ
ン
―
五
―
オ
ン
（
別
名
ク
ロ
ル
デ

〇

・

〇

］
デ
カ
ン
―
五
―
オ
ン
（
別
名
ク
ロ
ル
デ

三
，
九

四
，
八

三
，
九

四
，
八



コ
ン
。
）

コ
ン
。
）

二
九
二
〇･

三
〇

六
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一

二
九
二
〇･

九
〇

六
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一

・
五
・
五
ａ
・
六
・
九
・
九
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―

・
五
・
五
ａ
・
六
・
九
・
九
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―

六
・
九
―
メ
タ
ノ
―
二
・
四
・
三
―
ベ
ン
ゾ
ジ
オ
キ

六
・
九
―
メ
タ
ノ
―
二
・
四
・
三
―
ベ
ン
ゾ
ジ
オ
キ

サ
チ
エ
ピ
ン
＝
三
―
オ
キ
シ
ド
（
別
名
エ
ン
ド
ス
ル

サ
チ
エ
ピ
ン
＝
三
―
オ
キ
シ
ド
（
別
名
エ
ン
ド
ス
ル

フ
ァ
ン
、
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
。
）

フ
ァ
ン
、
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
。
）

（
略
）

（
略
）

三
八
二
四･

九
九

ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン

三
八
二
四･

九
〇

ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(2)

(11)

(2)

(11)

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を
船
積
地
域
と
す
る
下
欄

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を
船
積
地
域
と
す
る
下
欄

(12)

(12)

に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
経
済
産
業
大
臣
の
二
号

に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
経
済
産
業
大
臣
の
二
号

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
除
く
。
）
は
、
別
に
定
め
る

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
除
く
。
）
は
、
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

国
・
地
域

貨

物

国
・
地
域

貨

物

関
税
率
表
の
番
号
等

貨

物

名

関
税
率
表
の
番
号
等

貨

物

名

ロ
シ
ア

〇
三
〇
六･

一
四

冷
凍
し
た
か
に

ロ
シ
ア

〇
三
〇
六･

一
四

冷
凍
し
た
か
に

〇
三
〇
六･

九
三

そ
の
他
の
か
に
（
冷
凍
し
た

も
の
に
限
る
。
）

一
六
〇
五･

一
〇

か
に
調
製
品
（
気
密
容
器
入

一
六
〇
五･

一
〇

か
に
調
製
品
（
気
密
容
器
入

り
の
も
の
又
は
米
を
含
む
も

り
の
も
の
又
は
米
を
含
む
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又

〇
三
〇
六･

一
四

冷
凍
し
た
か
に
（
た
ら
ば
が

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又

〇
三
〇
六･

一
四
―
二

冷
凍
し
た
か
に
（
た
ら
ば
が

は
地
域

に
、
ず
わ
い
が
に
又
は
け
が

は
地
域

に
、
ず
わ
い
が
に
又
は
け
が

に
に
限
る
。
）

に
に
限
る
。
）

〇
三
〇
六･

九
三
―
二

そ
の
他
の
か
に
（
冷
凍
し
た



も
の
の
う
ち
、
た
ら
ば
が

に
、
ず
わ
い
が
に
又
は
け
が

に
に
限
る
。
）

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又
は
地
域
の
う
ち
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又
は
地
域
の
う
ち
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に

(注)

(注)

に
お
け
る
附
属
の
島
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
・
大
蔵

お
け
る
附
属
の
島
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
・
大
蔵
省

省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
。
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い

・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
。
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

て
、
当
分
の
間
、
附
属
の
島
か
ら
除
い
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
経
済
産

当
分
の
間
、
附
属
の
島
か
ら
除
い
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大

業
大
臣
の
確
認
の
対
象
と
な
る
貨
物
は
、
冷
凍
し
た
か
に
（
関
税
率
表

臣
の
確
認
の
対
象
と
な
る
貨
物
は
、
冷
凍
し
た
か
に
（
関
税
率
表
第
〇

第
〇
三
〇
六
・
一
四
号
に
掲
げ
る
も
の
）
、
そ
の
他
の
か
に
（
関
税
率

三
〇
六
・
一
四
号
に
掲
げ
る
も
の
）
及
び
か
に
調
製
品
（
関
税
率
表
第

表
第
〇
三
〇
六
・
九
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
冷
凍
し
た
も
の
に

一
六
〇
五
・
一
〇
号
に
掲
げ
る
も
の
で
、
気
密
容
器
入
り
の
も
の
又
は

限
る
。
）
及
び
か
に
調
製
品
（
関
税
率
表
第
一
六
〇
五
・
一
〇
号
に
掲

米
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

げ
る
も
の
で
、
気
密
容
器
入
り
の
も
の
又
は
米
を
含
む
も
の
を
除

く
。
）

８

次
の

か
ら

ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は
、
関
税
法
（
昭
和

８

次
の

か
ら

ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は
、
関
税
法
（
昭
和

(1)

(9)

(1)

(9)

二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前

二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前

に
貨
物
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の

に
貨
物
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の

承
認
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き

承
認
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準

は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

か

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

か

(1)

(1)

ら

ま
で
に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら

ま
で
に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(9)

(9)

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(8)

(1)

(8)

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を
船
積
地
域
と
す
る
中
欄

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を
船
積
地
域
と
す
る
中
欄

(9)

(9)

に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
の
二
号
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
の
二
号
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
者
が
輸
入
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
上
欄
に
掲

ら
な
い
者
が
輸
入
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
上
欄
に
掲

げ
る
国
又
は
地
域
に
応
じ
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

げ
る
国
又
は
地
域
に
応
じ
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

国
・
地
域

貨

物

提

出

書

類

国
・
地
域

貨

物

提

出

書

類



関
税
率
表
の
番
号
等

貨

物

名

関
税
率
表
の
番
号
等

貨

物

名

ロ
シ
ア

〇
三
〇
六･

三
三

生
き
て
い
る
、
生

ロ
シ
ア
政
府
が
発

ロ
シ
ア

〇
三
〇
六･

二
四

冷
凍
し
て
な
い
か

ロ
シ
ア
政
府
が
発

鮮
の
及
び
冷
蔵
し

給
し
た
証
明
書
の

に

給
し
た
証
明
書
の

た
か
に

原
本

原
本

〇
三
〇
六･

九
三

そ
の
他
の
か
に
（

冷
凍
し
て
な
い
も

の
に
限
る
。
）

ロ
シ
ア
を

〇
三
〇
六･
三
三

生
き
て
い
る
、
生

原
産
地
を
証
明
す

ロ
シ
ア
を

〇
三
〇
六･

二
四
―
一

冷
凍
し
て
な
い
か

原
産
地
を
証
明
す

除
く
国
又

鮮
の
及
び
冷
蔵
し

る
書
類
等

除
く
国
又

に

（

た

ら

ば

が

る
書
類
等

は
地
域

た
か
に
（
た
ら
ば

は
地
域

に
、
ず
わ
い
が
に

が
に
、
ず
わ
い
が

又
は
け
が
に
に
限

に
又
は
け
が
に
に

る
。
）

限
る
。
）

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又
は
地
域
の
う
ち
、
命
令
に
お
い
て
、
当
分
の

ロ
シ
ア
を
除
く
国
又
は
地
域
の
う
ち
、
命
令
に
お
い
て
、
当
分
の

(注)

(注)

間
、
附
属
の
島
か
ら
除
い
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
提
出
の
対
象

間
、
附
属
の
島
か
ら
除
い
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
提
出
の
対
象

と
な
る
貨
物
は
、
生
き
て
い
る
、
生
鮮
の
及
び
冷
蔵
し
た
か
に
（
関
税

と
な
る
貨
物
は
、
冷
凍
し
て
な
い
か
に
（
関
税
率
表
第
〇
三
〇
六
・
二

率
表
第
〇
三
〇
六
・
三
三
号
に
掲
げ
る
も
の
）
並
び
に
そ
の
他
の
か

四
号
に
掲
げ
る
も
の
）
と
す
る
。

に
（
関
税
率
表
第
〇
三
〇
六･

九
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
冷
凍

し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

９

（
略
）

９

（
略
）
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